
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試験信号を供給する手段と、試験される装置により歪みを受けた前記試験信号に対応する
歪んだ信号を受信し、そして典型的な人間の聴者が知覚し得るであろう前記信号の歪みの
程度を示す歪み知覚評価値を生成するように前記歪んだ信号を分析する分析手段とを含む
、音声信号を処理する装置を試験する試験装置であって、
前記分析手段は、

歪んだ信号から周波数により変化する帯域幅を有する複数の帯域制限された時
間域区分信号を生成するフィルター手段と、
それぞれのかかる区分信号に関し、各振幅値が前記信号のそれぞれの時間部分に関連する
複数の平均信号振幅値を生成する手段と、

を含む
ことを特徴とする試験装置。
【請求項２】
区分信号の帯域幅は、それらが典型的な聴者によって知覚されるのと等しいマスキングの
程度を生成するように選択されることを特徴とする請求項１記載の試験装置。
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各それぞれの時間部分および周波数帯域に関し、元のおよび歪んだ信号の振幅値の間の差
を計算する手段と、そして、
そこから、試験される装置による信号について適用される、歪の知覚される程度の評価値
を計算する手段と、



【請求項３】
さらに、各帯域制限された時間域区分信号の複数の連続する時間部分のそれぞれに関し、
前記歪んだ信号と対応して計算された試験信号成分間の差を形成することにより前記歪ん
だ信号の時間的マスキングを計算する手段と、前記区分信号の複数の前記時間部分にわた
って前記差を評価することにより人間の聴者が知覚し得るであろう前記信号の歪みの程度
を示す歪み知覚評価値（Ｅ A）を生成する手段を含むことを特徴とする請求項１または請
求項２記載の試験装置。
【請求項４】
スペクトル区分帯域はピッチにほぼ等しい間隔であり、そして歪み知覚評価手段が前記時
間部分およびスペクトル区分にわたって前記差の統計的分布の評価値（Ｅ E）を生成する
ことを特徴とする請求項３記載の試験装置。
【請求項５】
各部分により示される時間間隔はより高い周波数区分信号よりもより低い周波数区分信号
に関するほうが長いことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載の試験装置。
【請求項６】
音声信号処理装置に試験信号を供給するステップと、
前記音声信号処理装置により歪んだ試験信号を分析するステップと、
典型的な人間の聴者が知覚し得るであろう前記信号の歪みの程度を決定するステップと、
前記決定された程度を示す歪み知覚評価値を生成するステップとを有する音声信号処理装
置を試験する方法であって、
前記試験信号は人間の音声に類似するスペクトルを有し、そして
前記分析するステップは

前記歪んだ試験信号をフィルタリングし、周波数に関して変化する帯域幅を有
する複数の帯域制限された時間域区分信号を生成するステップ
各帯域制限された時間域区分信号について、各かかる区分信号に関する複数の平均信号振
幅値を生成するステップ 、 各振幅値は前記信号のそれぞれの時間部分に関係

ことを特徴とする試験方法。
【請求項７】
それらが典型的な聴者によって知覚されるのと等しいマスキングの程度を生成するように
複数の帯域制限された区分を選択することにより、前記試験信号が典型的な人間の聴者に
知覚され得るであろう程度を分析するステップと、
前記試験信号の知覚と歪んだ信号の知覚間の差の評価値を導くステップと、そして
前記差に従って前記歪み知覚評価値（Ｅ A）を導くステップ
を含むことを特徴とする請求項６記載の試験方法。
【請求項８】
各区分信号の前記時間部分の各々に関し、前記歪んだ信号の時間マスキングを計算し、前
記歪んだ信号と前記試験信号の対応する部分および区分間の差を形成するステップと、
前記時間部分および前記区分信号にわたって前記差の評価値（Ｅ A）を導くステップ
を含むことを特徴とする請求項６または請求項７記載の試験方法。
【請求項９】
前記帯域制限された区分信号はピッチにほぼ等しい間隔で配され、歪み知覚評価手段が前
記時間部分および区分信号にわたって前記差の統計的分布の評価値（Ｅ E）を生成するこ
とを特徴とする請求項８記載の試験方法。
【請求項１０】
所定の時間間隔で区分信号レベルを示す連続する値の時間シーケンスを生成するステップ
を含み、前記時間間隔はより低周波区分信号に関する方がより高周波区分信号に関するも
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のよりも長いことを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項記載の試験方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は電気通信装置の客観的音声品質測定の方法および装置に関するものである。
電気通信装置（例えば、電話回線、電話ネットワーク、または符号機のような通信装置）
の試験において、試験信号が試験装置の入力に伝えられ、装置の出力結果についての何ら
かの試験が行われる。自動的処理装置により、計算可能な信号とノイズの比のような“客
観的”試験の測定値を導くことが知られている。また、人間である聴者が電気通信装置の
出力を聴取し出力の品質について評価を与える、“主観的”試験が行われることが知られ
ている。
電気通信システムのある構成要素は線形性である。従って、離散的周波数の正弦波、掃引
された正弦波信号、チャープ（ｃｈｉｒｐ）信号、ランダムまたは疑似ランダムノイズ信
号、またはインパルスのような、簡単な人工的な試験信号を用いることが可能である。そ
して出力信号は、例えば、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）または何らかの他のスペクトル分
析技術を使用して分析することができる。リニアシステムの動作の特性を表すには、１つ
またはそれ以上のかかる簡単な試験信号で十分である。
他方、最新の電気通信システムは非線形性の、そして／または時間的に変動する多数の構
成要素を備えている。例えば、最新の電話システムの一部を形成する最新の低ビット伝送
速度デジタル音声符号機は非線形的応答を有し、自動利得制御（ＡＧＳ）、音声活性度検
出器（ＶＡＤ）および結合された音声スイッチそしてバーストエラーは、それらが一部を
形成する電気通信システムの時間的偏差の一因となる。従って、電気通信装置の歪みまた
は許容性についての客観的測定を行うために、リニアシステムのために開発された簡単な
試験方法を使用することは益々不可能となっている。
他方、人間である聴者を利用する主観的試験は費用がかかり時間が浪費され実行が困難で
あり首尾一貫しない。しかしながら、これらの問題にもかかわらず、システムの性能また
は歪みの客観的測定と、システムの使用者である人間の主観的反応との間の相関関係が低
いため、結局かかる主観的試験が電気通信装置の試験の最良の方法となっている。
最近、オーディオ技術学会によって、ＡＥＳ前刷りに予稿３０７０（Ｌ－８）として出版
された“音響装置の品質の測定”Ｊｏｈｎ　Ｇ．Ｂｅｅｒｅｎｄｓ　および　Ｊａｎ　Ａ
．　Ｓｔｅｍｅｒｄｉｎｋ，９０ｔｈ　ＡＥＳ　Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ，１９９１　Ｆｅ
ｂｒｕａｒｙ　１９－２２，Ｐａｒｉｓ，の論文において、テスト信号として実際の記録
された音声のデータベースを使用し、符号機の対応する出力を、人間の耳の中で起こって
いると教えらている処理の状況に対応するように設計された知覚分析方法を用いて分析す
る、ディジタル移動無線のための音声符号機の品質測定が提案された。
また、（例えば、“低ビット伝送速度音声符号化の音声品質を評価するための客観的測定
方法”　Ｉｒｉｉ，Ｋｕｒａｓｈｉｍａ，Ｋｉｔａｗａｋｉ，およびＩｔｏｈ，ＮＴＴレ
ビュー、Ｖｏｌ　３．　Ｎｏ．５　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９１）、人工的音声信号（
即ち、スペクトル感度が人間の声に類似するが、何らの情報も伝達しない信号）を、ケプ
ストラル間隔（ＣＤ）測定のような伝統的な歪み分析測定と組み合わせて使用することが
、電気通信装置の測定のために提案された。
人間の音声を符号化するために設計された符号機のような装置を試験する場合、そして人
間の耳に基づいた分析方法を採用する場合、上記論文においてＢｅｅｒｅｎｄｓおよびＳ
ｔｅｍｅｒｄｉｎｋにより提案されたように、実際の人間の音声を使用することが明らか
にわかりきったことであろう。実際には、しかしながら、かかる試験システムの性能は特
別に良いものではない。
従って、本願発明の目的は改善された電気通信試験装置とその方法を提供することである
。本願発明の他の目的は、主観的な人間のシステムの動作による知覚に合った、電気通信
システムの動作の測定を提供し得る電気通信試験装置を提供することである。
本願発明は、人間の音声に類似するスペクトルを有するが、

試験信号を供給するための信号
発生器 、および試験により電気通信装置 によって歪みを受けた場合に、前記
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せず、同じ長さの了解極限よりも多くの音声内容を有する

（７） （１）



信号の歪みが典型的な人間の聴者に知覚されるであろう程度を示す歪み知覚評価値を発生
させるために前記歪み信号を分析するために、前記試験信号に対応する歪み信号を受信す
る、分析手段 を含む電気通信試験装置を提供する。
本発明の他の特性および好ましい実施例は以下の記述と特許請求の範囲により明白になる
であろう。
本発明は、添付の図面を単に例示として参照することとして描かれ、ここで：
図１は発明の実施例に用いられている配置を示すブロックダイアグラムであり；
図２は発明の実施例の構成要素のより詳細を示すブロックダイアグラムであり；
図３は図２の実施例の一部を形成する試験信号発生器のより詳細を示すブロックダイアグ
ラムであり；
図４は試験信号の時間に関する構造を概略的に示し；
図５ａは、マスキングノイズの異なるレベルに対する、臨界帯域率（Ｂａｒｋ）単位によ
るピッチ（例えば、概略対数表示周波数）軸に対するマスクされたノイズのレベル（ｄＢ
Ｓ）のグラフであり；
図５ｂは、７つの与えられた周波数におけるマスキングノイズに関する、臨界帯域率（Ｂ
ａｒｋ）単位によるピッチ（概略対数表示周波数）軸に対する励起閾値の変化を示す図形
であり；
図６は図２の実施例の一部を形成する分析構成部のより詳細を示すブロックダイアグラム
であり；
図７ａおよび図７ｂは，図６の実施例における分析構成部の動作を概略的に示す工程図で
あり；
図８ａは、この励起振幅の実施例において、予め定められた音声に似た信号によって人間
の耳の中に形成されるであろう時間とピッチの関数として形成された評価を概略的に示し
；
図８ｂは、２つの間隔を置いたクリック（ｃｌｉｃｋ）によって形成されるであろう励起
を示すプロットに対応し；
図９は、この実施例において知覚される音の大きさに振幅を変換するために周波数に対す
る重み付けをした値のプロットであり；
図１０は、連続する時間セグメントに対する、分析手段によって図７に従って計算された
、エラー音量値の典型的なプロットであり；
図１１は、発明の後続する実施例における図７ｂの一部の修正部分に対応し；
図１２ は、図８ａに記載された音声信号の低振幅非線形歪みを表示する、ピッチおよび
時間軸に対する歪み振幅の図形であり；そして
図１２ は、図１２ から導かれ、図１０に形状が対応する知覚されたエラー音量のプロ
ットであり；
図１３ａは、高振幅非線形歪みであるが、図１２ に対応し；そして
図１３ｂは、図１２ に同様に対応し；
図１４ は、ＭＮＲＵ歪みの代用であるが、図１２ に対応し；そして
図１４ｂは、時間に対するエラー音量のプロットに対応し；
図１５ａは、クロスオーバー歪みの代用であるが、図１ ａに対応し；
図１５ｂは、時間に対するエラー音量のプロットに対応し；
図１６ａは、音声活性度検出器に起因するクリッピング歪みの代用であるが、図１２ に
対応し；
図１６ｂは、時間に対するエラー音量のプロットに対応する。

第１図を参照して、電気通信装置１は入力端子２および出力端子３を具備する。試験装置
４は試験において電気通信装置の入力端子２と結合するための出力端子５、および試験に
おいて電気通信装置の出力端子３と結合するための入力端子６を具備する。
第２図を参照して、試験装置４は音声に類似する試験信号を供給するために出力端子５に
結合された試験信号発生器７、および電気通信装置１から受け取った信号を分析するため
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に入力端子６に結合された信号分析ユニット８を具備する。下記においてより詳細に論述
されるように、分析器８はまた試験信号発生器７が発生した試験信号の分析を利用し、こ
のことはこの実施例において出力端子５から入力端子６に通じる経路９によって示される
。
また、分析ユニット８から測定信号出力端子１０が提供され、ここで電気通信装置の受容
性についての何らかの測定（例えば、歪み）を示す信号がその後の処理のためか、または
図示されていない可視表示ユニット（ＶＤＵ）に表示するために供給される。

その最も簡単な形態は、人工的音声発生器が、単に再生可能な音声信号から記録されたデ
ィジタルデータを有するデジタル記録器７１（例えば、ハードディスクまたはディジタル
オーディオテープ）を具備する事であろう。記録されたデータは個々にディジタル化され
た音声サンプルであり、これらは連続して記録器７１から出力端子５に結合された信号再
変換手段７２（例えば、デジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ））に供給される。記録器７
１に蓄積されたサンプルデータは１またはそれ以上の長さが数秒間継続する（例えば、お
よそ１０秒程度）音声発生を含む。
代わりに、記録器７１は、音声データを、例えばＬＰＣ音声シンセサイザーを駆動するた
めのフィルター係数の形式で、または再生手段を含む音素シンセサイザーを駆動するため
に高レベルデータ（例えば、音素、ピッチおよび強度データ）の形式で記録することが可
能である。
制御回路７３（例えば、マイクロプロッセッサ）は出力である特別の試験信号を選択する
ために記録ユニット７１の動作を制御する。
図４を参照して、記録器７１に記録された試験信号データは複数のセグメントｔ 0，ｔ 1，
ｔ 2…ｔ nを含む試験信号を形成するために再生される。
セグメントｔ 0－ｔ nの各々は典型的に異なった音声音（例えば、異なった音素）または無
音に対応する。１つの知られている人工的音声試験信号はＣＣＩＴＴの勧告Ｐ５０（Ｒｅ
ｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｖｏｉｃｅｓ，Ｖｏｌ．Ｒｅ
ｃ　Ｐ５０，Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ　１９８８，ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂｙ　ＣＣＩＴＴ）
に開示されている。Ｐ５０試験信号において、各セグメントは６０ｍｓ継続する。
セグメントは、それぞれが不規則に選択された１６の予め定められたスペクトルパターン
の連続を有するパターンに分類され、
　
　
　
　
　
　
　
に等しい音圧スペクトルＳ i（ｆ）に関する勧告によって定義される。
各パターンにおける異なるセグメント間の伝送は滑らかであるように調整される。パター
ンに関し、１３が有声音に対応し、残りの３が無声音に対応する。連続する音声は記録媒
体に記録され再生されるか、または、例えば、上記参照のＩｒｉｉの論文に記載されてい
るようにボコーダを用いて記録データから発生させられるかのいずれかである。
Ｐ５０信号は、約１０秒間の平均を取るとき、長期間および短期間の音声へのスペクトル
類似性を有する。従って、むしろ、図４に示す音声の連続は少なくともこの長さで持続す
る。

試験において電気通信装置１から出る信号は入力端子２に供給される試験信号とは相違す
る。第１に、信号の時不変性線形歪みがあり、その結果全体にわたって振幅の変化をもた
らし、そしてそのスペクトル形状を変化させるように信号を濾波する。第２に、信号に一
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定のノイズ源（熱雑音のような）および不連続ノイズ源（ノイズバースト、ダイヤルノイ
ズ、干渉性スパイク、回線の交差のような）を含む種々のノイズ源からノイズが追加され
るであろう。第３に、コーデックのような非線形素子およびエコーキャンセラおよび閾値
回路のような時変素子に起因する信号の非線形性および時変歪みが存在するであろう。
非線形歪みの存在はノイズと信号間の相互変調歪みの原因となり得、そして出力端子３に
おける歪みはそれ故に信号および装置１ばかりでなくノイズにもまた依存する。さらに、
時変歪みの存在は信号の何らかの所定の一部分の時間に歪みが生ずることを意味し、信号
およびノイズの先行する特定の時間の一部分に依存する。例えば、音素の開始の前に、も
し高いレベルのノイズが存在する場合、音声活性度検出器は少しも音素を摘出できないか
も知れず、ところが、もし音素の前が無音の場合には、音声活性度検出器は実質的歪みを
発生させる音素の開始を充分に摘出するであろう。

本願発明に係る分析は、現在解明されているような人間の耳の反応に類似するような、試
験信号の歪みに依存する許容信号出力を提供することを目的とする。
これらの現象を生じさせる物理的または生物学的機構を考慮するまでもなく、音に対する
人間の知覚は幾つかの要因の影響を受けることが良く知られている。第１は、１つの音の
存在が同様のスペクトル（周波数）領域の他の音を“マスク”（即ち、知覚を抑制する）
することである。他の音がマスクされる程度は、第１にピッチが第１の音にいかに接近し
ているか、第２に第１の音の振幅に依存する。
このように、音に関する人間のエラーまたは歪みの知覚は音それ自身に依存し、音自身と
しての同じスペクトル領域での低振幅のエラーはマスクされ得そしてその結果聞き取れな
い（例えば、サブバンドの符号化において量子化エラーが生ずるように）。
第２に、マスキング現象はある時間依存性を有する。音はその音が消えた後短い時間他の
音をマスクし続け、マスクされるであろう後の音の振幅は最初の音が消えた後急速に減衰
する。このように、エラーまたは歪みは、現在の信号によるばかりでなく知覚された信号
の部分によってもまたマスクされるであろう（程度は小さい）。これは“順向性マスキン
グ”と言われている。別の場合には聞くことが可能であるような低レベルの音のすぐ後に
高レベルの音を適用すると最初の音が聞き取れないようにマスクすることがまた見つけら
れている。これは“逆向性マスキング”と言われている。
第３は、人間の耳は周波数に直接には反応しないが、周波数軸の非線形的ゆがみに対応す
る、音の“ピッチ”として知覚された現象に反応する。
第４は、信号がマスクされない時でさえ、人間の耳は振幅に直接に反応するのではなく、
振幅に対し非線形関数である音の大きさとして知覚された現象に反応することである。
従って、この実施例において、分析器８は電気通信装置１から受けた信号を処理し、上記
既知の人間の耳の性質に一致させて、試験信号に形成された歪みが人間の聞き手にいかに
意味があるかまたは不快であるかを決定するために調整される。特に、分析器ユニット８
は試験信号発生器７によって発生した試験信号に人間の耳がどう反応するかを決定するた
めに調整され、それから電気通信装置の出力３からの信号を、歪みが知覚できる程度を決
定することによって、元の試験信号から知覚として相違する程度を決定するために、同様
の処理をするために調整される。
図５ａは、固定された周波数において狭い帯域のノイズに対するスペクトルのマスキング
の閾値（それより上では第２の音が第１の音によって覆い隠される閾値）の変化を概略的
に示す。５つの曲線は累進的に高くなるマスキングノイズのレベルに関するものであり、
マスキングノイズのレベルが増加するとその効果は、マスキングノイズ周波数においてマ
スキング閾値をおおよそ直線的に増加させる原因となっており、またノイズ周波数から離
れたところでは閾値の形を変化させている（高い周波数の方が大きく）ことが分かるであ
ろう。マスキング効果はそれ故にマスキングノイズの振幅に関して振幅は非線形性である
。
与えられたマスキングノイズレベルについて、マスクされたスペクトル帯域の幅（例えば
、マスキング周波数の中央から３ｄＢ下の点で測定された）はマスキングノイズの周波数
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により変化する。このマスクされた帯域の幅の変化は人間の聴覚の周波数識別力によるフ
ィルターの形状の特性に関係し、それ故にピッチの人間の知覚に関係する。
従って、図５ｂに示すように、ピッチの尺度は、周波数よりもむしろ、マスキング帯域の
幅が一定である新しい尺度を創造するように周波数尺度を歪ませた周波数尺度から生成さ
せる。図５ｂは、－３ｄＢの点で横切る異なる周波数において音声をマスキングする狭い
幅の集合を考慮することにより導かれる、臨界帯域レートまたはバルク（Ｂａｒｋ）尺度
を示す。この尺度は、例えば、“オーディオ工学と音響心理学：最終的受話器、人間の聴
覚システムに信号を調和させる”、Ｊ．Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ．３９，Ｍ
ａｒｃｈ　１９９１，Ｚｗｉｃｋｅｒ　ａｎｄ　Ｚｗｉｃｋｅｒに記載されている。なお
成分信号の帯域幅はそれらが各帯域の中央の信号に等しいマスキング振幅に相当するよう
に選択することができる。
図５ｂの臨界帯域は線形的周波数尺度表示された場合、５００ヘルツ以下で形状（周波数
軸において）が類似する。５００ヘルツ以上では、それらは対数的周波数尺度で見た場合
形状が類似する。典型的な電話方式の帯域幅は３００から３１５０ヘルツであり、電気通
信装置は多くの場合これらの限界の間に限定された帯域であり、ピッチ尺度への変換はこ
の実施例においては正確性について単に少し妥協することにより５００ヘルツ以下の線形
的領域は無視される。
図６を参照して、分析ユニット８は入力端子６から信号を受信し対応するディジタル信号
パルス列を生成するよう調整されたアナログ－ディジタル変換器（ＡＤＣ）８１、ＡＤＣ
８１のディジタル出力を受け取るために結合された計算プロセッサ８２（例えば、インテ
ル社の８０４８６プロセッサのようなマイクロプロセッサ、またはウエスターンエレクト
リック社のＤＳＰ３２Ｃ、またはテキサスインスツルメント社のＴＭＳ　Ｃ３０装置のよ
うなディジタル信号処理装置）、プロセッサ８２のための命令シーケンスを記録し計算結
果を記録するためのワーキングメモリを提供する記録装置８３、出力１０に接続されたプ
ロセッサ８２からの出力回線８４を含む。
図７を参照して、この実施例においてプロセッサ８２により実行される工程について記述
する。
第１に、ステップ１００において試験信号発生器７から供給される試験信号が、電気通信
装置１を通過することなく入力端子６に直接入力される。
次のステップ１０１において、ＡＤＣ８１からの信号が耳の外側の部分と内耳の間の変換
関数に相当するフィルターによって濾波される。濾波は記録器８３に記録されている濾波
のデータに従ってディジタル濾波動作を実行するによって典型的に達成することができる
。フィルターは“音響システムにおいてエラー（ｅｒｒｏｒ）を評価するための音響心理
学モデル”Ｊ．Ｒ．Ｓｔｕａｒｔ，Ｐｒｏｃｓ．ＩＯＡ，ｖｏｌ．１３，ｐａｒｔ　７，
１９９１に記載された形の伝達関数によって特徴付けることができる。
実際、内耳への伝達関数は音が耳に密着して（例えば、ヘッドホンを通して）、またはよ
り離れて（例えば、拡声器から）接続されているかどうかに従ってわずかに変化するであ
ろう。それ故に、プロセッサ８２および記録器８３は、試験される電気通信装置１の型式
に関係する異なった音声配置に対応して幾つかの異なった伝達関数の特性を記録し、電気
通信装置の型式を条件として指定する使用者の入力に応じて適切なフィイルターを選択す
るために調整される。ステップ１０１の実行の後、濾波された信号は内耳において受けと
られたであろう信号に相当すると言える。
次ぎに、ステップ１０２において、信号は周波数からピッチへの転換をもたらすように、
周波数に関し対数的に変化する帯域幅を有する複数のスペクトル帯域に分割される。この
実施例では、国際標準ＩＳＯ　５３２Ｂに従って、信号はそれぞれが１オクターブの１／
３の帯域幅の１００ヘルツから８キロヘルツの２０の帯域に帯域濾波される。ＩＳＯ帯域
フィルターは対数的周波数軸で見た場合には形状が類似し、良く知られかつ文書に記載さ
れている。各２０の帯域の平均の信号振幅は各々４ミリ秒算定され、濾波された後の信号
は、それぞれが２０の周波数帯域振幅値を有する連続する時間セグメントを有する。この
帯域濾波は試験信号のすべの音価について実行される（これは数秒程度、例えば１０秒継
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続する）。
各フィルター帯域の中で比較的幅の広いフィルターがマスキングについて考慮され、幅の
広い、部分的に重なり合ったフィルターの縁が隣接する周波数に起因するスペクトルのマ
スキングを確実にすることが考慮される。
次ぎに、ステップ１０３で、国際標準ＩＳＯ２２６に規定された周波数依存聴覚閾値が帯
域出力のそれぞれに適用される。これは図５ａに示された最小聴力閾値の効果をシミュレ
ートする。
次に、ステップ１０４において、帯域通過信号の振幅はホン（ｐｈｏｎ）または人間の聴
覚システムにより知覚されるラウドネスと等価である感覚レベルに変換される。変換は非
線形であり、信号の振幅と周波数の双方に依存する。従って、変換 、国際標準
ＩＳＯ　２２６に規定された等しいラウドネス変調曲線が帯域出力のそれぞれに適用され
る。これら等しいラウドネス変調曲線およびステップ１０３で使用された閾値の両者は記
録器８３に記録される。
次に、ステップ１０５において、十分大きな振幅値の後に指数関数的減衰を用意すること
によって時間的マスキング、特に順向性マスキング、が実行される。実際には、マスキン
グ効果の減衰の度合いはマスキング音の適用時間に依存し、適用時間が長ければ短時間の
場合より減衰時間は長い。しかしながら、この実施例では、
ｙ＝５６．５＊１０＾（－０．０１ｘ）
（ここで、ｙはレベルを意味し、ｘは時間を表す）により決定される固定された指数関数
的に重み付けされた減衰を適用することで十分であることが分かった。これは実際に生ず
る最大減衰（２００ミリ秒の間隔に相当する）と最小減衰（５ミリ秒の間隔に相当する）
の間で低下する。
順向性マスキングを適用して、各帯域通過濾波振幅に関する各時間セグメントにおいて、
次ぎに続く３つの時間セグメントの対応する帯域通過のマスキング値が、上記指数的減衰
を用いて計算される。３つの値はこれらの帯域の実際の振幅と比較され、実際の振幅より
高い場合には実際の振幅の代わりに置き換えられる。
上記に注目して、音に関し、前に生じた音をマスクすること（“逆向性マスキング”と言
われている）もまた可能である。好ましくは、この実施例において、順向性マスキング工
程は逆向性マスキングを形成するために複製され、定数の数値は異なるが同じ形の指数的
減衰が用いられる（換言すれば、各時間セグメントに関して、前に生じた時間セグメント
に関するマスキングの値が計算され、これらの帯域において実際の振幅より高い場合には
、実際の振幅の代わりに置き換えられる）。
このように、ステップ１０５の後、計算された信号データは、それぞれ２０の帯域通過信
号の振幅を有する連続する時間セグメントのデータ、ある振幅は零とするための閾値、お
よび与えられた時間セグメントにおける与えられた帯域の、順向性および逆向性マスキン
グ工程に起因する過去と未来の時間セグメントの帯域の相当する振幅に影響される振幅を
含む。
これは信号のピッチと時間の軸に関する面状表示の、試験信号が電気通信装置１を通さず
直接に人間の耳に適用された場合のマスキング効果に相当する。
図８を参照して、図８ａおよび図８ｂは上記工程によって発生させた励起面を示す。図８
ａは無声音が続く有声音を含む音声の発生に対応し、第１の音と、第２の音の広帯域特性
のフォルマント構造をただちに識別できる。図８ｂは２つのカチカチという音に対応する
面を示し、図７の順向性マスキング工程１０５の、指数的に減衰する効果が明白に観察で
きる。
次ぎに、ステップ１０６において、試験信号発生器７は試験信号を再生するが、今度はそ
れは電気通信装置１の入力端子２に供給され、出力端子３は試験装置４の入力端子６に接
続される。計算工程１０１－１０５が電気通信装置１から受信した信号に対する対応する
面を計算するためにここで繰り返される。
元の試験信号および電気通信装置からの出力（歪んだ試験信号）の耳（励起）における効
果が計算され、２つが耳を刺激する大きさの差は、人間の聴覚システムによって知覚され
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るような試験信号の歪みのレベルに相当する。従って、対応する帯域通過振幅間の比をと
ることにより、各セグメントに対する電気通信装置の振幅変換機能が計算される（または
、図８ａまたは図８ｂに示すように、ｄＢで振幅間の差をとることにより帯域通過振幅は
ｄＢ尺度で表示される）。
工程１０７において、変換関数の中で電気通信装置によって形成された知覚歪みには無関
係な全ての利得期間を無効化するために、各帯域通過期間は試験信号シーケンスにおける
全帯域、全時間セグメントの帯域通過フィルターの出力の平均振幅によって割算すること
により（ｄＢ表示の場合は減算）規格化される。
もし最初の試験信号および電気通信装置１の出力が等しく、全体的レベルに差がなかった
ならば（換言すれば、もし電気通信設備１が歪みを発生させないならば）、２つの信号の
各帯域通過フィルターの出力間の比は一定であり、そして振幅におけるｄＢによる対数の
差は零である。それ故に、図８ａまたは図８ｂに対応する差のプロットは全ての時間およ
び全てのピッチ帯域において完全に平坦となるであろう。何らかの偏差は電気通信装置１
の歪みに起因する。歪みの無い平均レベルに対して、付加的な歪みエラーはピークとして
表れるであろうし、単一の欠損は凹部として表れるであろう。
これらのエラーによって与えられる知覚的重要性はそれらの振幅に直接には依存せず、む
しろ振幅の非線形関数であり周波数の関数であるラウドネスに依存する。知覚されるラウ
ドネスの計算は国際標準ＩＳＯ　５３２Ｂに与えられている。しかしながら、この規格は
両耳の音および通常の音（電気通信応用装置において一般に生ずる）に適用され、確立さ
れた片耳の電話方式の知覚のラウドネスに関するＣＣＩＴ勧告Ｐ７９（Ｂｌｕｅ　Ｂｏｏ
ｋ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｖ，Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ　１９８８，ＣＣＩＴＴ）により与えられた
重み付けに基づき、ラウドネスのより簡単な計算に使用することが可能である。このエラ
ーラウドネス評価方法は、ある周波数でのエラーはより容易に知覚されるという事実を考
慮し、そしてこのことからこの周波数は他の周波数のよりも大きな重み付けを与えられる
。信号シーケンスにおける各時間セグメントについて、この実施例では、エラーの大きさ
次のように計算され：
　
　
　
　
　
ここで：
ＥｒｒＬｏｕｄ t　時間ｔでのエラーラウドネス（＋ｖｅおよび－ｖｅ部分は分離して計
算される）
ｎ　２００Ｈｚから４ｋＨｚの１／３オクターブ帯域のｎ番目
ＥＲ n　ｄＢによるエラー振幅
Ｗ s n　ｎ番目の周波数のＳＬＲ重み付け
であり２００Ｈｚから４ｋＨｚ間にわたるエラーの狭い帯域モデルに対するものであり、
ここでＰ７９勧告から導かれる重み付け係数は図９に示される。
全２０帯域通過出力を利用する広帯域電話方式モデルにおいて、対応するエラーラウドネ
スは次ぎのような計算され、
　
　
　
　
　
この場合、ｎの値は１００Ｈｚから８ｋＨｚ間の全ての２０帯域をカバーする。
正および負の小計を求めるため、付加的エラー（正エラー）および欠損的エラー（負のエ
ラー値）は分離して累加される。
図１０に示すように、計算工程１０９の結果は時間セグメントのエラーラウドネス値の時
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間的経過である。この実施例ではステップ１１０において、電気通信装置の受容性その他
が、図９に示されたデータにより、例えばエラーラウドネスのピーク値そして／またはエ
ラーラウドネスの平均値を得ることにより、直接に知りうる。次ぎにステップ１１１で、
これらの特徴の一方または両方が電気通信装置１の歪みの測定として出力端子９に出力さ
れる。

実施例２において、分析ユニット８は実施例１におけるものと同じか同様のものである。
しかしながら、試験信号発生ユニット７はＰ５０試験信号を使用せず、その代わり人工的
で音声に似た試験信号の異なったタイプを発生する。
Ｐ５０試験信号は多くの目的に適用可能であるにもかかわらず、摩擦音の領域が全て欠け
ていると認められる。さらに、それはどちらかというと規則的であり単調な長時間の構成
であり、その音はむしろ、母音－子音－母音－子音…の連続のようである。しかしながら
、上記で論じたように、多くの電気通信システムは、自動利得制御器や音声スイッチのよ
うな時間に独立の構成要素を含むので、与えられた試験信号の部分に適用される歪みは試
験信号の先行する部分に部分的に従属する。換言すれば、全体としての信号の時間的継続
の中での音声信号の部分の前後関係に。
従って、本実施例では、小さな、典型的な、音声セグメントの部分集合（１０の既知の音
素より選択された）が使用され、試験信号は異なった前後関係のシーケンスで集められた
これらの音から構成される。歪みは測定されつつあるから、試験シーケンスは、比較的お
互いに似ていない音か、またはより一般的には、一方が他方に続いたとき歪みの原因とな
るように比較的似ている音の連続を含むべきであることが重要である。本実施例のより簡
単な形において、試験信号は、高い、低い、またはゼロのレベルから選択された調整部分
が前置された選択されたセグメントのそれぞれを含み得、それによって試験信号は各典型
的な音声セグメント（音素）が異なったレベルの前置音に続いて試験されることが可能と
なる。前置信号の長さは試験されるシステムの時定数よりも長くなるように選択され、例
えば、コーデック適合器および能動的利得制御器は数秒の桁数であり、ところが音声変換
器の過渡応答は数ミリ秒の桁数である。
さらに本実施例の詳細は我々の先行出願である英国特許出願Ｎｏ．９３ （
代理人参照：Ａ２４６１３），１９９３年６月２１日出願の名称“音声同様の試験の励振
”に見いだすことができ、その内容は全てを参照することによりここに組み込まれている
。本実施例の試験信号はまた従来の分析手段において利用し得る。

本発明の実施例３において試験信号発生器７は実施例１および２と同じ方法で動作する。
しかしながら、分析ユニット８の動作はステップ１０２から１１０において相違する。
たとえ、実施例１の対数的に区分されたフィルターが人間の耳のピッチの尺度に妥当な近
似であると分かっても、同等のより良い性能がバルク尺度上（前述したように）で均等に
置かれたフィルターの使用によって与えられることが見出だされる。従って、ステップ１
０２において、２０の帯域通過フィルターが、ピッチ尺度上で１バルク間隔で離れて置か
れた曲線的、指数関数的（ｒｏｅｘ）フィルターである。曲線的指数関数は“聴覚－フィ
ルター帯域幅および励起パターンの計算に関する規格の提案”（Ｊ．Ａｃｏｕｓｔ．Ｓｏ
ｃ．Ａｍ．７４，７５０－７５３　１９８３），Ｂ．Ｃ．Ｊ．ＭｏｏｒｅおよびＭ．Ｒ．
Ｇｌａｓｂｕｒｇに記載されている。
各帯域４ミリ秒毎の平均信号振幅を計算するよりもむしろ、この実施例においては、介在
帯域に関する介在平均時間を含む、最も高いピッチ帯域に関する２ミリ秒および最も低い
帯域に関する４８ミリ秒にわたって平均し、異なった帯域に関する異なった平均時間にわ
たって信号振幅が計算される。低周波数においてより長い間隔にわたって分析するように
、ピッチ（または、一般的には、周波数）に従って時間的歪みを変化させることは本質的
に作業を増加することが分かる。
その後の工程において、前のように、各２ミリ秒の時間セグメントに関し、帯域通過フィ
ルターの出力値の配列を発生させる。最も高いピッチより低い帯域に関して、介在時間セ
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グメントのために評価は１回以上繰り返される（例えば、最も低いピッチ帯域に関し、各
４８ミリ秒の平均振幅値間の２ミリ秒の時間セグメントに関し各評価は２４回繰り返され
る）。勿論、単にそれらを繰り返すよりもむしろ、次ぎの値との間で数値補間法を実行す
ることは可能であろう。
ステップ１０３－１０６は、実施例１と同じである（異なったフィルター応答を反映する
ために、数値定数の調整を伴う）。
この実施例においては、歪みのラウドネスを計算するよりもむしろ、主観的“聴音作用”
の基準Ｙ L Eにより密接に関係する異なった試験基準が導かれる。
帯域通過可聴励起評価の組のシーケンス（時間軸とピッチ軸に応じた面に相当する）は長
さ９６ミリ秒（即ち、４８の連続する２ミリ秒のセグメント）の隣接する領域に、最小の
ピッチ帯域にとって少なくとも２つの異なった評価を示すように、分割される。エラーま
たはエラー活性度の合計値は
エラー活性度、
　
　
　
　
　
として計算され：
ここでｃ（ｉ，ｊ）は分析されたエラー面区域の第ｉ時間セグメントおよび第ｊピッチ帯
域におけるエラー評価値である。
これは存在する歪みの完全な合計の表示を与える。
次に、時間およびピッチに関するエラーの分布（またはむしろ歪みのエントロピー、それ
はエネルギーが分布する広がりの相互関係に相当する）が次の式で計算され：
エラーエントロピー，
　
　
　
　
　
ここで、
　
　
　
　
上記表現における対数項はエネルギーの影響の範囲であるエントロピーＥ Eを統制し、非
線形圧縮関数として作用する。
エラー活性度およびエラーエントロピー基準は共に、ピッチと時間にわたって分布してい
るよりもむしろ短い時間の間に単一のピッチに集中した場合に、聴者はエラーを高いレベ
ルで極めてより顕著に発見するように、歪みの主観的に知覚されたレベルに良く一致する
ことが分かる。従って、本実施例において、図１２に示すように、図７ｂのステップ１０
９でラウドネスを計算するよりもむしろ、歪みの合計と分布（活性度とエントロピー）を
計算するステップ１１９が実行される。
ステップ１１０において、２つの尺度が閾値として単独に提示されるか、またはそれらは
結合されそして結合された尺度が閾値とされる。例えば、それらは
適切な重み付けと共に合計されまたは掛け合わされるであろう。

この実施例において、実施例１あるいは実施例２のいずれかに従って音声信号を発生する
ことが可能である。しかしながら、分析ユニット８は上記マスキングの計算を実行するよ
りもむしろ、例えば“基底膜のディジタルフィルターシュミレーション”、電算機の音声
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および言語、Ｎｏ．３　１９８９，Ａｍｂｉｋａｉｒａｊｈ，Ｂｌａｃｋ，及びＬｉｎｇ
ｇａｒｄ（参照により総てここに組み込まれている）に記載されているように直接に人間
の耳をシュミレートする。かかる、モデルはＡＤＣ　８１から入力として信号を受けとり
、電気通信装置１からの歪んだ信号についての人間の聴取り構造部分に関する効果に相当
する各時間セグメントについての連続する出力を発生する。モデルの出力は次に、信号に
おける歪みの知覚の重要性を示す信号を供給するための実際の聞き手の反応を有する経験
的に導かれた相互関係に基づく、適切な工程および判断論理（例えば、ニューラルネット
ワークまたはファジー論理制御器）により結合される。
この実施例の分析方法の特徴は、また他の試験信号（例えば、実際の人間の音声）と共に
使用し得る事である。

図 を参照すると、発明の実施例１および実施例２による図８ａの試験信号の
電気通信装置の歪みの種々の型の表現がここに描れている。
図１ ａは、信号に低振幅の２次および３次の次数の項目を追加することによる瞬間的振
幅歪みにより作成されたエラー励起面を示す。歪みは人間の聞き手による“かろうじて聴
取できる”特徴を示した。図１ ｂに示すようにエラーラウドネス特性は小さくそして大
部分が正であるように見える。
図１３ａは、同種の完全に聞き取れる非線形歪みに関するものであるが、高い２次および
３次の次数の項目を有する対応するエラー振幅面を示す。エラーおよびエラーラウドネス
（図１３ｂ）は両方ともより大きい。その上、歪みラウドネスの大部分は、これがその高
調波が十分知覚される低周波ホルマント音調を含むことから、図８ａの試験信号の有声音
の部分に一致することが分かるであろう。
図１４ａおよび図１４ｂを参照すると、変調ノイズ照合ユニット（ＭＮＲＵ）歪みの効果
が示されている。ＭＮＲＵ歪みはＣＣＩＴＴ勧告Ｐ８１の別紙Ａに記載されており、それ
は信号のＡ　Ｌａｗ　ＰＣＭ　ｓｔａｇｅ（電気通信システムにおいて広く使用されてい
る種類のものである）により導入された歪みに関し、理論的に 設計される。歪みの
レベルが人間の聴者に完全に聞き取れるものとして計算された。重ねて、図１４ａから知
覚される歪みは試験信号の有声音の中のホルマントと主に結合することが分かるであろう
。
図１５ａおよび図１５ｂを参照すると、クロスオーバ歪みが与えられた場合（即ち、ｘが
０より大の場合ｙ＝ｍｘ＋ｃそしてｘが０より小の場合ｙ＝ｍｘ－ｃ）、低振幅信号は伝
送されず、そして試験信号の第２の部分のより低いエネルギーの無声音は著しく減衰する
。それ故、図１５ａおよび図１５ｂはこの種類の歪みの非常に重要な主観的衝撃を示唆し
、これは人間の聴者の反応に対応する。
最後に図１６ａおよび図１６ｂは５０ミリ秒の立上がり時間を有する音声活性度検出器の
効果を明らかにする。信号の最初の部分において、信号が欠損したための大きな負のエラ
ーラウドネスが存在する。それに続く正のエラーラウドネスは行き過ぎ量または整定に起
因する。エラーラウドネスの値は知覚される歪みの高いレベルを示し、人間の聴者の反応
に一致する。

本発明の動作原理を変更することなしに、前に記載した実施例の多くの変形が成され得る
ことが前述より明白であろう。例えば、もし電気通信装置がディジタル入力を受信するた
めに設置された場合、ＤＡＣ　７１を不要にすることができる。出力端子５からの信号は
電気通信装置の入力端子２にディジタル形式で供給され、同様にＡＤＣ　８１も不要とさ
れるかもしれない。代替案として、出力端子５に電気－機械変換器を準備することができ
、信号は音声の信号として供給される。後者の場合に関し、双方とも基準としてここに組
み込まれる、人口の耳および人工の口に関するＣＣＩＴＴ　Ｐ．５１勧告、Ｖｏｌｕｍｅ
　５，Ｒｅｃ　Ｐ．５１，Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ　１９８８，および先行する英国特許出願
ＧＢ２２１８ （８７３０３４ ）で論述されているように、試験信号は人工の口を
経由して供給することができる。同様に、歪んだ音声信号は、基準としてここに組み込ま
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れる上記ＣＣＩＴＴ勧告および我々の先行する英国特許出願ＧＢ２２１８ （８７３
０３４ ）において論述されているような、人工の耳の聴覚構造を経由して受信すること
ができる。これはステップ１０１において必要とするフィルターを減少させるであろう。
たとえ、前に記述した実施例において、一時的なマスキングによる単一の減衰形状が記載
されているとしても、発明の代わりの実施例において順向性マスキング（および逆向性マ
スキング）に関する複数の（例えば２つ）減衰率を準備し、マスキング音の持続時間に従
って必要とする減衰率を選択するのが好ましいであろう（即ち、通過帯域の１つにおいて
その振幅が予め定められたレベルの限界を超える時間セグメントの数）。例えば、最大お
よび最小減衰（それぞれ２００ミリ秒および５ミリ秒間隔）は
ｙ＝５８．４０３９＊１０＾（－０．００５９ｘ）
ｙ＝５５．５９５５＊１０＾（－０．０１６３ｘ）
によって決定することできる。
たとえ、実際の電気通信装置への接続がここに記載されていたとしても、多くのかかる歪
みは比較的特徴付けることが容易であるから（例えば、これらはＶＡＤまたはコーデック
に従う）、電気通信装置によって導入された歪みをシミュレートするために電算機装置を
プログラムすることは同等に可能であろう。従って、発明は信号がかかるシミュレーショ
ン装置に適用される実施例と同様に拡張され、電気通信装置のシミュレートされた歪んだ
信号が処理される。この方法で、多くの複雑なそして非線形通信装置の結合の人間の聴者
への受容性が、かかる装置の現場での組み立てまたは接続以前にモデル化されるであろう
。
たとえ、分析ユニット８および試験信号発生器７が分離された機器で記載されていたとし
ても、実際にはそれらは単一の適切に処理されたディジタルプロセッサにより実現化可能
であり、同様に、上記実施例において好ましい電気通信装置シミュレータが同じプロセッ
サにより準備し得る。
たとえ、前に記載の実施例において、分析ユニット８が本文の信号発生器７から試験信号
を受けとり分析していても、実際には分析ユニット８は先行する分析によりその又はそれ
ぞれ各々の試験シーケンスのために以前に導かれた励起データを記録することができる。
このように、かかる実施例における分析ユニットはそれ自身、歪みのない試験信号を分析
するために配置される必要はない。
前に記載した実施例において、他に、エラーラウドネスより信号歪みを測定し、計算され
たデータから図１１ａ，１３ａ，１４ａ，１５ａおよび１６ａに相当するエラー活性度ま
たはエラーエントロピーが容易に導かれる。実際、歪みのラウドネスは人間の聴者にとっ
て単にその効果の評価の１つであり、他の評価は聴者の疲労および聴取るための努力であ
る。例えば、前に記載した実施例に従って計算された歪みまたはエラーデータは、本物の
人間の聴者との比較試験によって経験的に導かれたパラメータに従って動作する統計的分
類機、ニューラルネットワーク、またはファジー論理機器への入力として採用することが
できる。
通常の使用において“音素（ｐｈｏｎｅｍｅ）”は音声の前後関係によって変更される１
つの音を表示するにも拘らず、この文書においては、用語“音素”は便宜的に単一の、繰
り返し可能な、人間の音声を示すために使用される。
逆のことが指示されまたは明白でなければ、上記実施例の特徴はここで明瞭に記載された
方法以外の方法で結合することができる。
たとえ、前に記載された実施例が電気通信装置の試験に関するものであっても、この発明
の新規な概念の試験または分析への応用を排除するものではない。
従って、ここに開示した新規事項または新規事項の組み合わせについて、かかる事項また
は変形が下記請求項の範囲にあると専門家である読者にとって明白であるそれらの変形と
共に保護が要求される。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ ａ 】

【 図 ５ ｂ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ ｂ 】

【 図 ７ ａ 】
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【 図 ８ ａ 】 【 図 ８ ｂ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ ａ 】 【 図 １ ２ ｂ 】

【 図 １ ３ ａ 】 【 図 １ ３ ｂ 】
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